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全
国
一
斉
『
女
性
の
人
権

全
国
一
斉
『
女
性
の
人
権

全
国
一
斉
『
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
』
強
化
週
間

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
』
強
化
週
間

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
』
強
化
週
間

日
時
　
11
月
16
日
㈪
〜
20
日
㈮
８
時

　
30
分
〜
19
時
、
11
月
21
日
㈯
・
22

　
日
㈰
10
時
〜
17
時

内
容
　
職
場
で
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
パ
ー
ト
ナ
ー
や

　
夫
か
ら
の
暴
力
な
ど
、
女
性
の
人

　
権
に
関
す
る
悩
み
事
に
つ
い
て
、

　
法
務
局
職
員
や
人
権
擁
護
委
員
が

　
相
談
時
間
を
延
長
し
て
対
応
し
、

　
解
決
に
導
き
ま
す

※

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

専
用
相
談
電
話
（
☎
0
5
7
0
ー
070

　
―
810
）

問
い
合
わ
せ
　
札
幌
法
務
局
室
蘭
支

　
局
（
☎
　
５
１
１
１
）

1111
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進

月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進

月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進

月
間
月
間
月
間

　
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
に

は
、
地
域
の
方
の
気
付
き
が
大
切
で

す
。
『
も
し
か
し
た
ら
』
と
感
じ
た

ら
、
す
ぐ
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
連
絡
し
た
方
の
情
報
が
他
に
漏
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
連
絡
し
た

内
容
が
間
違
っ
て
い
て
も
責
任
は
問

わ
れ
ま
せ
ん
。

連
絡
先
　
子
ど
も
虐
待
相
談
室
（
☎

　
　
６
６
７
７
）
、
室
蘭
児
童
相
談

　
所
（
☎
　
４
１
５
２
）

浄
化
槽
管
理
者
の
方
は
保
守
点

浄
化
槽
管
理
者
の
方
は
保
守
点

浄
化
槽
管
理
者
の
方
は
保
守
点

検
・
清
掃
を
受
け
ま
し
ょ
う

検
・
清
掃
を
受
け
ま
し
ょ
う

検
・
清
掃
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
の
保
守
点
検
や
清
掃
は
、

法
律
で
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
保
守
点
検
は
、
最
低
で
も
処
理
方

式
で
決
め
ら
れ
た
回
数
を
、
浄
化
槽

の
清
掃
は
、
年
１
回
必
ず
受
け
る
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ

　
ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
・
☎
　
２
９

　
５
８
）

1010
月
か
ら
、
夜
間
・
休
日
の
配
偶

月
か
ら
、
夜
間
・
休
日
の
配
偶

月
か
ら
、
夜
間
・
休
日
の
配
偶

者
な
ど
か
ら
の
暴
力
に
つ
い
て
の

者
な
ど
か
ら
の
暴
力
に
つ
い
て
の

者
な
ど
か
ら
の
暴
力
に
つ
い
て
の

電
話
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す

日
時

　

●
祝
日
を
除
く
月
〜
金
曜
日

・
電
話
・
来
所
相
談
　
９
時
〜
17
時

・
電
話
相
談
　
17
時
30
分
〜
20
時

※

来
所
相
談
は
、
事
前
予
約
が
必
要

　
で
す
。

●
土
・
日
曜
日
、
祝
日

・
電
話
相
談
　
９
時
〜
17
時

※

12
月
29
日
㈫
か
ら
平
成
28
年
１
月  

　
３
日
㈰
ま
で
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
011
ー
６
６

　
６
ー
９
９
５
５
）

問
い
合
わ
せ
　
北
海
道
環
境
生
活
部

　
く
ら
し
安
全
局
道
民
生
活
課
（
☎

　
011
ー
２
３
１
ー
４
１
１
１
）

111
月月
1010
日
は
『
技
能
の
日
』

日
は
『
技
能
の
日
』

日
は
『
技
能
の
日
』

　
『
技
能
士
』
と
は
、
技
能
と
知
識

を
検
定
す
る
国
家
検
定
制
度
の
合
格

者
に
与
え
ら
れ
る
称
号
で
す
。

  

工
事
な
ど
に
つ
い
て
技
能
士
に
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
一
般
社
団
法
人
北
海

　
道
技
能
士
会
（
☎
011
ー
8
1
5
ー

　
４
８
４
５
）

津
波
避
難
訓
練
実
施
に
伴
う

津
波
避
難
訓
練
実
施
に
伴
う

津
波
避
難
訓
練
実
施
に
伴
う

サ
イ
レ
ン
吹
鳴
の
お
知
ら
せ

サ
イ
レ
ン
吹
鳴
の
お
知
ら
せ

サ
イ
レ
ン
吹
鳴
の
お
知
ら
せ

　
鷲
別
地
区
連
合
町
内
会
が
行
う
津

波
避
難
訓
練
で
、
大
津
波
警
報
を
知

ら
せ
る
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
を
行
い
ま
す
。

実
際
の
災
害
と
お
間
違
い
な
い
よ
う

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※

訓
練
当
日
、
悪
天
候
や
、
災
害
が

　
発
生
ま
た
は
発
生
す
る
恐
れ
の
あ

　
る
場
合
、
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
を
中
止

　
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

日
時

　11
月
15
日
㈰
９
時

場
所
　
鷲
別
地
区
の
防
災
行
政
無
線

　
６
カ
所

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
総
務
Ｇ

（
☎
　
１
１
３
０
）

●小規模企業共済（経営者のための退職金制度）
　個人事業主や小規模企業の共同経営者、会社
などの役員の方が事業をやめたり、退職した場
合に、生活の安定や事業の再建を図るためにあ
らかじめ資金を準備しておく共済制度です。
※掛金は全額所得控除で、掛金月額は1,000円か
　ら７万円までの500円単位で自由に選べます。
●経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）
　取引先倒産により、売掛金債権等の回収が困
難になった場合に、貸付が受けられる共済制度
です。『無担保・無保証人・無利子』で貸付が
受けられ、積み立て掛金の10倍の範囲内（最高
8,000万円）で被害額相当の共済金が借り入れで
きます。
※掛金は税法上損金（法人）または必要経費
　（個人事業）に算入できます。掛金月額は、
　5,000円から20万円の5,000円単位で自由に選べ
　ます。
　問い合わせ　中小企業基盤整備機構共済相談室

(☎050－5541－7171)

事業主の方へ『小規模企業共済・
経営セーフティ共済のご案内』
事業主の方へ『小規模企業共済・
経営セーフティ共済のご案内』
事業主の方事業主の方事業主の方事業主の方事業主の方事業主の方事業主の方事業主の方事業主の方へへへへへへへへへ『小規模企業共『小規模企業共『小規模企業共『小規模企業共『小規模企業共『小規模企業共『小規模企業共『小規模企業共『小規模企業共済済済済済済済済済・・・・・・・・・
経営セー経営セー経営セー経営セー経営セー経営セー経営セー経営セー経営セーフフフフフフフフフテテテテテテテテティィィィィィィィィ共済のご案内』共済のご案内』共済のご案内』共済のご案内』共済のご案内』共済のご案内』共済のご案内』共済のご案内』共済のご案内』

』
み
込
し
申
『

』
せ
わ
合
い
問
『

くらしのガイド
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